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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示手段に表示されたコンテンツ上の２つの指示体の内の１つにより、１つの円を完成
させる動作を含む前記指示体によるジェスチャーを、リサイズ要求と判定する判定手段を
備えることを特徴とする装置。
【請求項２】
　プロセッサを、
　請求項１に記載の前記判定手段として機能させるための制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リサイズ要求判定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、リサイズ要求判定方法が知られる。例えば、特開２０１２－１２３０６６号公報
に記載の技術は、利用者の２つの指を利用するピンチアウトおよびピンチインの操作に応
じて、コンテンツなどの拡大要求および縮小要求を判定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１２－１２３０６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来のリサイズ要求判定方法は、２つの指示体の内の１つにより、１つの円
を完成させる動作を含む指示体によるジェスチャーをリサイズ要求と判定することができ
ないと言った問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、２つの指示体の内の１つにより、１つの円を完成させる動作
を含む指示体によるジェスチャーをリサイズ要求と判定することができる装置および制御
プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため本発明の装置は、表示手段に表示されたコンテンツ上の２つの
指示体の内の１つにより、１つの円を完成させる動作を含む前記指示体によるジェスチャ
ーを、リサイズ要求と判定する判定手段を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、装置および制御プログラムは、２つの指示体の内の１つにより、１つ
の円を完成させる動作を含む指示体によるジェスチャーをリサイズ要求と判定することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態のリサイズ要求判定システムの構成図の一例である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施の形態について詳細に説明する。
【００１０】
　図１は実施形態のリサイズ要求判定システムの構成図の一例である。
　リサイズ要求判定システムは、例えば、コンテンツ１０を表示するディスプレイ１１と
、ディスプレイ１１上に設置されたタッチパネル１２を備える装置１から構成される。
　装置１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、記憶装置、入出力部（ディスプレイ１１およびタ
ッチパネル１２を含む）、通信部などを有するコンピュータ部を備え、タッチパネル１２
上の任意の位置に利用者の２つの指１３ａが置かれ、指１３ａの一方が固定され、他方が
タッチパネル１２上で円を描いた第１操作方法に応じて、リサイズ要求と判定する。また
、タッチパネル１２上の任意の位置に利用者の２つの指１３ｂが並んで置かれ、指１３ｂ
の両方がタッチパネル１２上で円を描いた第２操作方法に応じて、リサイズ要求と判定す
る。また、タッチパネル１２上に置かれた利用者の２つの指によるピンチアウト（拡大要
求）およびピンチイン（縮小要求）の第３操作方法に応じて、リサイズ要求と判定する。
また、リサイズ要求に応じて、コンテンツ１０の拡大または縮小を実施する。
【００１１】
　リサイズ要求は、指１３ａ、１３ｂが描いた円の回転方向により、右回転であれば拡大
要求、左回転であれば縮小要求などと定めればよい。
　指１３ａは、左手の親指と右手の人差し指の組合せとしたが、片方の手の親指と人差し
指の組合せなどのように、いかなる２つの指の組合せであってもよい。
　指１３ｂは、右手の人差し指と中指の組合せとしたが、いかなる２つの指の組合せであ
ってもよい。
　コンテンツ１０上のリサイズの中心点は、指１３ａで描いた円の中心または円の開始位
置や終了位置、或いは固定された側の指１３ａの位置などとすればよい。また、指１３ｂ
で描いた円の開始位置や終了位置の２つの指１３ｂの中間点などとすればよい。
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【００１２】
　上記実施形態において、リサイズ要求判定システムは、円の大きさ、或いは円を描く速
度に応じて、リサイズ率が変化する構成としてもよい。また、モード切替えなどの操作を
必要とせずに第１操作方法～第３操作方法を併用することが可能である。また、利用者の
指以外の指示体を利用してもよい。
　装置１は、第１操作方法～第３操作方法により、リサイズ要求を判定していたが、例え
ば、映写スクリーン上にコンテンツ１０を投影し、映写スクリーン上を移動する利用者の
２つの指の動き、或いは映写スクリーン上を移動する２つのレーザーポインタの動きなど
をカメラで捉え、リサイズ要求を判定する構成などとしてもよい。
【００１３】
　上記実施形態によれば、リサイズ要求判定システムは、指（指示体）の回転を含む少な
くとも１つの操作方法を利用し、２つの指（指示体）による少なくとも２つの操作方法が
併用可能である拡大要求と、２つの指（指示体）による少なくとも２つの操作方法が併用
可能である縮小要求を判定することができる。延いては、ピンチアウトおよびピンチイン
の操作と、それら以外の操作を併用することができる。
【００１４】
　以上の説明においては、通信制御プログラムを含む各種制御プログラムが、予めＲＯＭ
に格納されている場合について説明したが、制御プログラムを、コンピュータ部で読取可
能な記憶媒体に記録するようにしてもよい。このような構成であれば、コンピュータ部に
よってプログラムが記憶媒体から読み取られ、読み取られたプログラムに従ってコンピュ
ータ部が処理を実行すると、上記実施形態の装置１と同等の作用および効果が得られる。
【００１５】
　ここで、記憶媒体とは、ＲＡＭ、ＲＯＭ等の半導体記憶媒体、ＦＤ、ＨＤＤ等の磁気記
憶型記憶媒体、ＣＤ、ＤＶＤ、ＢＤ等の光学的読取方式記憶媒体、ＭＯ等の磁気記憶型／
光学的読取方式記憶媒体であって、電子的、磁気的、光学的等の読み取り方法のいかんに
かかわらず、コンピュータ部で読み取り可能な記憶媒体であれば、どのような記憶媒体で
あってもよい。
【００１６】
　また、インターネット、ＬＡＮ等のネットワークシステムを介して制御プログラムをダ
ウンロードし、インストールして実行するように構成することも可能である。
【符号の説明】
【００１７】
　１…装置，１０…コンテンツ，１１…ディスプレイ，１２…タッチパネル，１３ａ：１
３ｂ…指
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